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(57)【要約】
　拡張現実ディスプレイ４１と、拡張現実ドラッグ及び
ドロップコントローラとを備える、拡張現実ドラッグ及
びドロップデバイス４０である。動作時、拡張現実ディ
スプレイ４１は、仮想オブジェクト（例えば仮想コンテ
ンツ又は仮想アイテム）を、物理世界の中の物理オブジ
ェクトのビュー（例えば物理コンテンツ又は物理アイテ
ム）に対して表示し、拡張現実ドラッグ及びドロップコ
ントローラ４３は、仮想オブジェクト及び物理オブジェ
クトを伴うドラッグ及びドロップ動作を制御する。ドラ
ッグ及びドロップ動作は、物理オブジェクトへの仮想オ
ブジェクトのドラッグ、及び／又は仮想オブジェクトへ
の物理オブジェクトのドラッグを伴う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物理世界の中の物理オブジェクトのビューに対して仮想オブジェクトを表示するように
動作可能な拡張現実ディスプレイと、
　前記仮想オブジェクト及び前記物理オブジェクトを伴うドラッグ及びドロップ動作を制
御する、拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラと、
　を備える、拡張現実ドラッグ及びドロップデバイス。
【請求項２】
　前記拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラがさらに、前記物理オブジェクトの前
記ビューへの、前記拡張現実ディスプレイによって表示されている前記仮想オブジェクト
のドラッグ及びドロップを制御する、請求項１に記載の拡張現実ドラッグ及びドロップデ
バイス。
【請求項３】
　前記拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラがさらに、前記物理オブジェクトの指
定エリアのビューへの、前記拡張現実ディスプレイによって表示されている前記仮想オブ
ジェクトのドラッグ及びドロップを制御する、請求項１に記載の拡張現実ドラッグ及びド
ロップデバイス。
【請求項４】
　前記拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラがさらに、前記物理世界の指定領域の
ビューへの、前記拡張現実ディスプレイによって表示されている前記仮想オブジェクトの
ドラッグ及びドロップを制御する、請求項１に記載の拡張現実ドラッグ及びドロップデバ
イス。
【請求項５】
　前記拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラがさらに、前記拡張現実ディスプレイ
によって表示されている前記仮想オブジェクトへの、前記物理オブジェクトのドラッグ及
びドロップを制御する、請求項１に記載の拡張現実ドラッグ及びドロップデバイス。
【請求項６】
　前記拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラがさらに、前記拡張現実ディスプレイ
によって表示されている前記仮想オブジェクトの指定エリアへの、前記物理オブジェクト
のドラッグ及びドロップを制御する、請求項１に記載の拡張現実ドラッグ及びドロップデ
バイス。
【請求項７】
　前記拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラがさらに、前記物理世界の指定領域へ
の、前記物理オブジェクトのドラッグ及びドロップを制御する、請求項１に記載の拡張現
実ドラッグ及びドロップデバイス。
【請求項８】
　拡張現実デバイスディスプレイによる仮想オブジェクトの表示の中の物理オブジェクト
を、物理世界の中での前記物理オブジェクトのビューに対して輪郭付けするオブジェクト
輪郭付けモジュールと、
　前記オブジェクト輪郭付けモジュールによって輪郭付けされた前記仮想オブジェクト及
び前記物理オブジェクトを伴うドラッグ及びドロップ動作を制御するオブジェクトマネジ
ャと、
　を備える、拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラ。
【請求項９】
　前記オブジェクトマネジャがさらに、前記物理オブジェクトの前記ビューへの、前記仮
想オブジェクトのドラッグ及びドロップを制御する、請求項８に記載の拡張現実ドラッグ
及びドロップコントローラ。
【請求項１０】
　前記オブジェクトマネジャがさらに、前記物理オブジェクトの指定エリアのビューへの
、前記仮想オブジェクトのドラッグ及びドロップを制御する、請求項８に記載の拡張現実
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ドラッグ及びドロップコントローラ。
【請求項１１】
　前記オブジェクトマネジャがさらに、前記物理世界の指定領域のビューへの、前記仮想
オブジェクトのドラッグ及びドロップを制御する、請求項８に記載の拡張現実ドラッグ及
びドロップコントローラ。
【請求項１２】
　前記オブジェクトマネジャがさらに、前記拡張現実ディスプレイによって表示されてい
る前記仮想オブジェクトへの、前記物理オブジェクトのドラッグ及びドロップを制御する
、請求項８に記載の拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラ。
【請求項１３】
　前記オブジェクトマネジャがさらに、前記拡張現実ディスプレイによって表示されてい
る前記仮想オブジェクトの指定エリアへの、前記物理オブジェクトのドラッグ及びドロッ
プを制御する、請求項８に記載の拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラ。
【請求項１４】
　前記オブジェクトマネジャがさらに、前記物理世界の指定領域への、前記物理オブジェ
クトのドラッグ及びドロップを制御する、請求項８に記載の拡張現実ドラッグ及びドロッ
プコントローラ。
【請求項１５】
　前記オブジェクトマネジャが、
　前記物理オブジェクトに対する前記仮想オブジェクトのドラッグ及びドロップを制御す
るオブジェクト・プッシュ・マネジャと、
　前記仮想オブジェクトに対する前記物理オブジェクトのドラッグ及びドロップを制御す
るオブジェクト・プッシュ・マネジャと、
　のうちの一方である、請求項８に記載の拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラ。
【請求項１６】
　物理世界の中の物理オブジェクトのビューに対して仮想オブジェクトを表示するステッ
プと、
　前記仮想オブジェクト及び前記物理オブジェクトを伴うドラッグ及びドロップ動作を制
御するステップと、
　を有する、拡張現実ドラッグ及びドロップ方法。
【請求項１７】
　前記ドラッグ及びドロップ動作を制御する前記ステップが、
　前記物理オブジェクトの前記ビューへの、前記仮想オブジェクトのドラッグ及びドロッ
プの制御、
　前記物理オブジェクトの指定エリアへの、仮想オブジェクトのドラッグ及びドロップの
制御、及び
　前記物理世界の指定領域への、前記仮想オブジェクトのドラッグ及びドロップの制御
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１６に記載の拡張現実ドラッグ及びドロップ方
法。
【請求項１８】
　前記ドラッグ及びドロップ動作を制御する前記ステップが、
　拡張現実ディスプレイによって表示されている前記仮想オブジェクトへの、前記物理オ
ブジェクトのドラッグ及びドロップの制御、
　前記拡張現実ディスプレイによって表示されている前記仮想オブジェクトの指定エリア
への、前記物理オブジェクトの前記ビューのドラッグ及びドロップの制御、及び
　前記物理世界の指定領域への、前記物理オブジェクトの前記ビューのドラッグ及びドロ
ップの制御
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１６に記載の拡張現実ドラッグ及びドロップ方
法。
【請求項１９】
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　前記仮想オブジェクトが、仮想コンテンツ及び仮想アイテムの一方を含む、請求項１６
に記載の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法。
【請求項２０】
　前記物理オブジェクトが、物理コンテンツ及び物理アイテムの一方を含む、請求項１６
に記載の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、全般に、特に医療環境における拡張現実の利用に関する。本開示は、具体的
には、仮想世界からコンテンツをドラッグしてそのコンテンツを物理世界の中にドロップ
すること、及び物理世界からコンテンツをドラッグしてそのコンテンツを仮想世界の中に
ドロップすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療手順中に医療従事者が利用することができ、医療従事者によって必要とされる情報
の度合いがかつてなく増大している。当該情報は、処置室の中で利用可能な物理画面上の
限られた空間を競合している。処置室の拡張現実ビューを提供する装着可能眼鏡は、処置
室内のどこにでも配置することが可能で、眼鏡のユーザによって動的に構成される、より
柔軟性の高い画面の可能性を生み出す。
【０００３】
　仮想画面の将来性にも関わらず、依然として物理画面及びそのインターフェースを処置
室に備えておく主要な理由がいくつかある。
【０００４】
　第１に、物理画面の画像品質は、仮想画面の画像品質よりも良好であり得る。
【０００５】
　第２に、安全性の理由から、特定の画像を常に物理画面に提示しておくことが必要であ
り得る（例えばライブＸ線画像）。
【０００６】
　第３に、物理画面は、処置室内の全員が拡張現実眼鏡を装着しているのではない場合に
、情報と医療従事者間の対話の主要な供給源となる。
【０００７】
　その結果、処置室内の物理画面、仮想画面、及び他のオブジェクト間で情報のシームレ
スな流れ、特に、医療手順のワークフローを複雑化せず、ワークフローの負担になること
がない流れを作り出す必要性が存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　拡張現実（ＡＲ）は、一般に、デバイスが、追加的なコンピュータ生成の情報で補われ
たライブ画像ストリームを表示することを言う。より詳細には、ライブ画像ストリームは
、目、カメラ、スマートフォン、タブレット等を介して行われ、眼鏡、コンタクトレンズ
、投影、又はライブ画像ストリームデバイス自体（例えばスマートフォン、タブレット等
）を介して、ＡＲユーザに対するディスプレイを介して増強される。本開示の発明は、仮
想世界からコンテンツをドラッグして、そのコンテンツを物理世界の中にドロップするこ
と、及び物理世界からコンテンツをドラッグしてそのコンテンツを仮想世界の中にドロッ
プすることを前提とし、それにより、手順、特に医療手順のワークフローへの中断を最小
にする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示の発明の一実施形態は、拡張現実ディスプレイと、拡張現実ドラッグ及びドロッ
プコントローラとを備えた、拡張現実ドラッグ及びドロップデバイスである。動作時、拡
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張現実ディスプレイは、物理世界の中の物理オブジェクトのビューに対して仮想オブジェ
クトを表示し、拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラは、仮想オブジェクト及び物
理オブジェクトを伴うドラッグ及びドロップ動作を制御するように構成される。
【００１０】
　本開示の発明の第２の実施形態は、仮想オブジェクトの表示の中の物理オブジェクトを
、物理世界の中での物理オブジェクトのビューに対して輪郭付けするオブジェクト輪郭付
けモジュールを備えた、拡張現実ドラッグ及びドロップコントローラである。拡張現実ド
ラッグ及びドロップコントローラは、仮想オブジェクト及び物理オブジェクトを伴うドラ
ッグ及びドロップ動作を制御するように構成されたオブジェクトマネジャを備える。
【００１１】
　本開示の発明の第３の実施形態は、物理世界の中の物理オブジェクトのビューに対する
仮想オブジェクトの表示と、仮想オブジェクト及び物理オブジェクトを伴うドラッグ及び
ドロップ動作の制御とを有する、拡張現実ドラッグ及びドロップ方法である。
【００１２】
　本開示の発明を説明し、特許請求する目的で、
　（１）これらに限定されないが、「仮想オブジェクト」、「仮想画面」、「仮想コンテ
ンツ」、「仮想アイテム」、「物理オブジェクト」、「物理画面」、「物理コンテンツ」
、「物理アイテム」、並びに「ドラッグ及びドロップ」を含む当技術分野の用語は、本開
示の技術分野において知られるように、かつ本開示に例示的に記載されるように、解釈さ
れるものとする。
　（２）用語「拡張現実デバイス」は、本開示の技術分野において知られるように、また
以後に着想されるように、物理世界のカメラ画像に基づく物理世界のビュー上に仮想オブ
ジェクトを重畳する拡張現実を実施するすべてのデバイスを広く包含する。拡張現実デバ
イスの例には、これらに限定されないが、拡張現実頭部装着ディスプレイ（例えば、ＧＯ
ＯＧＬＥ　ＧＬＡＳＳ（商標）、ＨＯＬＯＬＥＮＳ（商標）、ＭＡＧＩＣ　ＬＥＡＰ（商
標）、ＶＵＳＩＸ（商標）、及びＭＥＴＡ（商標））が含まれる。
　（３）用語「拡張現実ドラッグ及びドロップデバイス」は、本開示に例示的に記載され
るように、仮想オブジェクト及び物理オブジェクトを伴うドラッグ及びドロップ動作を対
象とする本開示の発明原理を実施する、任意のすべての拡張現実デバイスを広く包含する
。
　（４）用語「物理デバイス」は、本開示の技術分野において知られるような、また以後
に着想されるような、拡張現実デバイス以外のすべてのデバイスを広く包含する。医療手
順に関連する物理デバイスの例には、これらに限定されないが、医療撮像モダリティ（例
えば、Ｘ線、超音波、コンピュータ断層撮影、磁気共鳴撮像等）、医療ロボット、医療診
断／監視デバイス（例えば心電図モニタ）、及び医療ワークステーションが含まれる。医
療ワークステーションの例には、これらに限定されないが、スタンドアロン・コンピュー
ティング・システム、サーバシステムのクライアントコンピュータ、デスクトップ、ラッ
プトップ、又はタブレットの形態である、１つ又は複数のコンピューティングデバイスと
、ディスプレイ／モニタと、１つ又は複数の入力装置（例えば、キーボード、ジョイステ
ィック、及びマウス）との組立体が含まれる。
　（５）用語「物理ドラッグ及びドロップデバイス」は、本開示に例示的に記載されるよ
うに、仮想オブジェクト及び物理オブジェクトを伴うドラッグ及びドロップ動作を対象と
する本開示の発明原理を実施する、すべての任意の物理デバイスを広く包含する。
　（６）用語「コントローラ」は、本開示の技術分野において理解されるように、また本
開示に例示的に記載されるように、本開示の様々な発明原理の適用を制御するための、特
定用途向け主基板又は特定用途向け集積回路のすべての構造的構成を広く包含する。コン
トローラの構造的構成は、これらに限定されないが、プロセッサ、コンピュータ使用可能
／コンピュータ可読記憶媒体、オペレーティングシステム、アプリケーションモジュール
、周辺デバイスコントローラ、スロット、及びポートを含む。コントローラは、拡張現実
ドラッグ及びドロップデバイス又は物理ドラッグ及びドロップデバイスの中に収容される
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か、又はそれに通信的に接続される。
　（７）本明細書に記載され、特許請求されるコントローラに関する記述ラベルは、用語
「コントローラ」に対する追加的な制限を指定又は示唆することなく、本明細書に記載さ
れ、特許請求されるコントローラ同士の区別を容易にする。
　（８）用語「アプリケーションモジュール」は、特定のアプリケーションを実行するた
めの電子回路（例えば電子部品及び／若しくはハードウェア）、並びに／又は実行可能プ
ログラム（例えば、非一時的コンピュータ可読媒体に記憶された実行可能ソフトウェア及
び／若しくはファームウェア）からなるコントローラの内部に組み込まれた、又はコント
ローラによりアクセス可能な、アプリケーションを広く包含する。
　（９）本明細書に記載され、特許請求されるアプリケーションモジュールに関する記述
ラベルは、用語「アプリケーションモジュール」に対する追加的な制限を指定又は示唆す
ることなく、本明細書に記載され、特許請求されるアプリケーションモジュール同士の区
別を容易にする。
　（１０）用語「信号」、「データ」、及び「コマンド」は、本開示の以後に記載される
ような本開示の様々な発明原理の適用を支援する情報及び／又は命令を送信するための、
本開示の技術分野において知られ、本開示に例示的に記載されるような、あらゆる形態の
検出可能な物理的数量又はインパルス（例えば、電圧、電流、又は磁場強度）を広く包含
する。本開示の信号／データ／コマンド通信の様々な構成要素は、本開示の技術分野にお
いて知られるような任意の通信方法を伴ってよく、それらには、これらに限定されないが
、任意種類の有線又は無線のデータリンクを介した信号／データ／コマンド送信／受信と
、コンピュータ使用可能／コンピュータ可読記憶媒体にアップロードされた信号／データ
／コマンドの読み出しとが含まれる。
　（１１）本明細書に記載され、特許請求される信号／データ／コマンドに関する記述ラ
ベルは、用語「信号」、「データ」及び「コマンド」に対する追加的な制限を指定又は示
唆することなく、本明細書に記載され、特許請求される信号／データ／コマンド同士の区
別を容易にする。
【００１３】
　本開示の発明の上述した実施形態及び他の実施形態、並びに本開示の発明の様々な構造
及び利点は、添付図面と併せて読まれる、以下の本開示の発明の様々な実施形態の詳細な
説明からさらに明らかになろう。図面の詳細な説明は、本開示の発明を制限するのではな
く、単に例示するものであり、本開示の発明の範囲は、添付の特許請求の範囲及びその均
等物によって定義される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の発明原理による拡張現実ドラッグ及びドロップ方法の例示的実施形態を
説明する図である。
【図２Ａ－２Ｆ】図１の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法による、仮想世界からの仮想
オブジェクトのドラッグ、及び物理世界の物理画面への仮想オブジェクトのドロップの例
示的実施形態を説明する図である。
【図３Ａ－３Ｆ】図１の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法による、仮想世界からの仮想
オブジェクトのドラッグ、及び物理世界の物理アイテムへの仮想オブジェクトのドロップ
の例示的実施形態を説明する図である。
【図４Ａ－４Ｆ】図１の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法による、物理世界からの物理
オブジェクトのドラッグ、及び仮想世界の仮想画面への物理オブジェクトのドロップの例
示的実施形態を説明する図である。
【図５Ａ－５Ｆ】図１の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法による、物理世界からの物理
オブジェクトのドラッグ、及び仮想世界の仮想アイテムへの物理オブジェクトのドロップ
の例示的実施形態を説明する図である。
【図６Ａ－６Ｃ】図１の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法による、混合型ドラッグ及び
ドロップ動作の例示的実施形態を説明する図である。
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【図７】図１の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法による、混合型ドラッグ及びドロップ
動作の追加的な例示的実施形態を説明する図である。
【図８】本開示の発明原理による、拡張現実ドラッグ及びドロップデバイス並びに物理ド
ラッグ及びドロップデバイスの例示的実施形態を説明する図である。
【図９】患者の解剖学的構造のＸ線撮像のコンテキストにおける、本開示の拡張現実ドラ
ッグ及びドロップデバイスの例示的実装形態を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本開示の様々な発明の理解を容易にするために、以下の図１の説明は、本開示の拡張現
実ドラッグ及びドロップ方法の基本的な発明原理を教示する。この説明から、当分野にお
ける通常の技術を有する者は、本開示の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法の追加的な実
施形態を作成し、使用するために、どのように本開示の発明原理を適用するかを認識され
よう。
【００１６】
　概して、本開示の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法は、一般に、仮想コンテンツ／コ
ンテンツへのリンク（例えば、画像、テキスト、グラフィック、ビデオ、サムネイル、プ
ロトコル／レシピ、プログラム／スクリプト等）、及び／又は仮想アイテム（例えば、２
Ｄ画面、ホログラム、及び仮想世界における物理オブジェクトの仮想表現）の形態の、表
示された仮想オブジェクトとして具現化される情報で増強される、目、カメラ、スマート
フォン、タブレット等を介した物理世界内の物理オブジェクトのライブビューを伴う。
【００１７】
　より詳細には、物理世界のライブビデオフィードは、物理世界への仮想世界のマッピン
グを容易にし、それにより、仮想世界のコンピュータ生成の仮想オブジェクトが、物理世
界の中で物理オブジェクトのライブビューの上に位置的に重畳される。本開示の拡張現実
ドラッグ及びドロップ方法は、コンピュータビジョン、空間マッピング、及び物体認識の
ような高度な技術、並びに、対話型ツール／機構（例えば、ジェスチャ認識（トーテムを
含む）、音声コマンド、頭部追跡、視線追跡、及びトーテム（マウスなど））を介した物
理世界と仮想世界との間のオブジェクトのドラッグ及びドロップ動作を容易にするための
手動の輪郭付けのような、カスタマイズされる技術を利用する。
【００１８】
　より詳細には、図１を参照すると、本開示の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法は、拡
張現実ディスプレイ１０によって仮想画面に表示された仮想世界の仮想オブジェクトが物
理世界にプッシュされるドラッグ及びドロップ動作１１と、物理オブジェクトが物理世界
から、拡張現実ディスプレイ１０によって仮想画面に表示された仮想世界にプルされるド
ラッグ及びドロップ動作１２と、を提供する。
【００１９】
　実践において、本開示の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法に関して、仮想オブジェク
トは、拡張現実ディスプレイ１０を介した情報の任意のコンピュータ生成表示であり、こ
れは、仮想コンテンツ／コンテンツへのリンク（例えば、画像、テキスト、グラフィック
、ビデオ、サムネイル、プロトコル／レシピ、プログラム／スクリプト等）、並びに／又
は仮想アイテム（例えば、ホログラム、及び仮想世界における物理オブジェクトの仮想表
現）の形態である。例えば、医療手順のコンテキストでは、仮想オブジェクトは、これら
に限定されないが以下を含む。
　（１）医療撮像装置の設定の表示テキスト；
　（２）患者の解剖学的構造を通る計画経路の表示グラフィック；
　（３）医療手順のライブビューの以前の録画の表示ビデオ；
　（４）テキスト、グラフィック、又はビデオにリンクされた表示サムネイル；
　（５）患者の解剖学的構造の一部又は全体のホログラム；
　（６）手術ロボットの仮想表現；
　（７）医療イメージャ（超音波、介入的ｘ線等）からのライブ画像フィード；
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　（８）監視機器（例えばＥＣＧモニタ）からのライブデータトレース；
　（９）任意の画面ディスプレイのライブ画像；
　（１０）第三者（例えば、別の部屋にいる別の拡張現実デバイス着用者、ウェブカメラ
を介して自身のオフィスにいる医療従事者、及び機器の遠隔サポート）への表示ビデオ（
又は聴覚）接続；
　（１１）テキスト、アイコン、又はオブジェクトのホログラムのいずれかとして視覚化
されたオブジェクトの、それが収納されている位置における呼び出された位置；
　（１２）所与の手順のために利用可能な、又は提案される医療デバイスの視覚的在庫。
【００２０】
　また、ドラッグ可能な仮想オブジェクト２０及びドロップ可能な仮想オブジェクト３０
は、本開示にさらに記載されるように、ドラッグ及びドロップ動作１１及び１２の実行の
ために拡張現実ディスプレイ１０のユーザインターフェースを介して作動可能な仮想オブ
ジェクトである。
【００２１】
　さらに実践において、本開示の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法に関して、物理オブ
ジェクトは、物理ディスプレイ、掲示板等（図示せず）を介した情報の任意のビューであ
り、これは、コンテンツ／コンテンツへのリンク（例えばテキスト、グラフィック、ビデ
オ、サムネイル等）、及び／又は任意の物理アイテムの形態である。例えば、医療手順の
コンテキストでは、仮想オブジェクトは、これらに限定されないが以下を含む。
　（１）患者の解剖学的構造の表示画像を含む物理画面；
　（２）患者の解剖学的構造を通るツール／器具の追跡経路の表示グラフィックを備えた
テーブルサイドモニタ；
　（３）医療手順の以前の実行の表示ビデオ；
　（４）テキスト、グラフィック、又はビデオにリンクされた表示サムネイル；
　（５）医療手順を行うための任意の医療デバイス及び／又は装置（例えば、ｘ線システ
ム、超音波システム、患者監視システム、テーブルサイド制御パネル、サウンドシステム
、照明システム、ロボット、モニタ、タッチ画面、タブレット、電話機、医療機器／ツー
ル／器具、追加的な拡張現実デバイス、及び画像処理、再構成、画像融合等のような医療
ソフトウェアを実行するワークステーション）。
【００２２】
　また、ドラッグ可能な物理オブジェクト２１及びドロップ可能な物理オブジェクト３４
は、本開示にさらに記載されるように、ドラッグ及びドロップ動作１１及び１２の実行の
ためにユーザインターフェースを介して作動可能な物理オブジェクトである。
【００２３】
　引き続き図１を参照すると、ドラッグ及びドロップ動作１１は、ドロップ可能な物理オ
ブジェクト２１のライブビューへの、又は（例えばドロップ可能な物理オブジェクト２１
のコンピュータビジョンを介した）ドロップ可能な物理オブジェクト２１の指定エリア２
２への、又はドロップ可能な物理オブジェクト２１に関連付けられた物理的な／表示され
たタグ２３のオブジェクト輪郭付けへの、拡張現実ディスプレイ１０を介して仮想画面に
表示されているドラッグ可能な仮想オブジェクト２０のドラッグ／ドロップ２６を包含す
る。
【００２４】
　代替として又は同時に、ドラッグ及びドロップ動作１１は、物理世界の指定領域２４の
ライブビュー（例えば指定領域２４のコンピュータビジョン）への、又は指定領域２４に
関連付けられた物理的な／表示されたタグ２５の物体認識への、拡張現実ディスプレイ１
０を介して仮想画面に表示されているドラッグ可能な仮想オブジェクト２０のドラッグ／
ドロップ２７を包含する。
【００２５】
　ドラッグ及びドロップ動作１１の例として、図２Ａは、タグ付けされた／タグ付けされ
ていないドロップ可能な物理画面２１ａへの、ドラッグ可能な仮想コンテンツ２０ａのド
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ラッグ／ドロップ２６ａを例示している。
【００２６】
　ドラッグ及びドロップ動作１１のさらなる例として、図２Ｂは、タグ付けされた／タグ
付けされていないドロップ可能な物理画面２１ａの指定エリア２２への、ドラッグ可能な
仮想コンテンツ２０ａのドラッグ／ドロップ２６ｂを例示している。
【００２７】
　ドラッグ及びドロップ動作１１のさらなる例として、図２Ｃは、タグ付けされた／タグ
付けされていないドロップ可能な物理画面２１ａを取り囲む物理世界のタグ付けされた／
タグ付けされていない指定領域２４ａへの、ドラッグ可能な仮想コンテンツ２０ａのドラ
ッグ／ドロップ２７ａを例示している。
【００２８】
　医療手順（例えば、患者の解剖学的構造の撮像、診断、及び／又は治療）のコンテキス
トにおけるドラッグ及びドロップ動作１１のこれら３つの（３）例に関して、ドラッグ可
能な仮想コンテンツ２０ａは、医療撮像モダリティ（例えば、Ｘ線撮像モダリティ又は超
音波撮像モダリティ）の物理画面へと、又はＸ線撮像モダリティの物理画面の指定エリア
（例えば物理画面の左上隅）へと、又は物理世界の指定領域（例えばＸ線撮像モダリティ
を取り囲む処置室の一領域）へと、表示のためにドラッグ及びドロップされる、患者の解
剖学的構造を通る計画経路の仮想画面であってよい。
【００２９】
　ドラッグ及びドロップ動作１１のさらなる例として、図２Ｄは、タグ付けされた／タグ
付けされていないドロップ可能な物理画面２１ａへの、ドラッグ可能な仮想アイテム２０
ｂのドラッグ／ドロップ２６ｃを例示している。
【００３０】
　ドラッグ及びドロップ動作１１のさらなる例として、図２Ｅは、タグ付けされた／タグ
付けされていないドロップ可能な物理画面２１ａの指定エリア２２への、ドラッグ可能な
仮想アイテム２０ｂのドラッグ／ドロップ２６ｄを例示している。
【００３１】
　ドラッグ及びドロップ動作１１のさらなる例として、図２Ｆは、タグ付けされた／タグ
付けされていないドロップ可能な物理画面２１ａを取り囲む物理世界のタグ付けされた／
タグ付けされていない指定領域２４ｂへの、ドラッグ可能な仮想アイテム２０ｂのドラッ
グ／ドロップ２７ｂを例示している。
【００３２】
　医療手順（例えば、患者の解剖学的構造の撮像、診断、及び／又は治療）のコンテキス
トにおけるドラッグ及びドロップ動作１１のこれら３つの（３）例に関して、ドラッグ可
能な仮想アイテム２０ｂは、医療撮像モダリティ（例えば、Ｘ線撮像モダリティ又は超音
波撮像モダリティ）の物理画面へと、又は物理画面の指定エリア（例えば物理画面の左上
隅）へと、又は物理世界の指定領域（例えばＸ線撮像モダリティを取り囲む処置室の一領
域）へと、表示のためにドラッグ及びドロップされる患者の解剖学的構造のホログラムで
あってよい。
【００３３】
　ドラッグ及びドロップ動作１１のさらなる例として、図３Ａは、タグ付けされた／タグ
付けされていないドロップ可能な物理アイテム２１ｂへの、ドラッグ可能な仮想コンテン
ツ２０ａのドラッグ／ドロップ２６ｅを例示している。
【００３４】
　ドラッグ及びドロップ動作１１のさらなる例として、図３Ｂは、タグ付けされた／タグ
付けされていないドロップ可能な物理アイテム２１ｂの指定エリア２２ｂへの、ドラッグ
可能な仮想コンテンツ２０ａのドラッグ／ドロップ２６ｆを例示している。
【００３５】
　ドラッグ及びドロップ動作１１のさらなる例として、図３Ｃは、タグ付けされた／タグ
付けされていないドロップ可能な物理アイテム２１ｂを取り囲む物理世界のタグ付けされ
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た／タグ付けされていない指定領域２４ｃへの、ドラッグ可能な仮想コンテンツ２０ａの
ドラッグ／ドロップ２７ｃを例示している。
【００３６】
　医療手順（例えば、患者の解剖学的構造の撮像、診断、及び／又は治療）のコンテキス
トにおけるドラッグ及びドロップ動作１１のこれら３つの（３）例に関して、ドラッグ可
能な仮想コンテンツ２０ａは、医療撮像機器を設定するために（獲得設定、位置決め情報
等）、医療撮像モダリティ（例えば、Ｘ線撮像モダリティ又は超音波撮像モダリティ）へ
と、又はＸ線撮像モダリティの物理画面の指定エリア（例えば物理画面の左上隅）へと、
又は物理世界の指定領域（例えばＸ線撮像モダリティを取り囲む処置室の一領域）へと、
ドラッグ及びドロップされる、拡張現実ディスプレイ１０に表示される仮想手順カード上
で輪郭付けされるデバイス構成であってよい。
【００３７】
　また、ドラッグ可能な仮想コンテンツ２０ａは、追加的なタグ付けされた／タグ付けさ
れていない拡張現実デバイス（すなわち、拡張現実ディスプレイ１０のライブビュー内の
追加的物理オブジェクト）へとドラッグ及びドロップされる、コンテンツの仮想画面又は
コンテンツの仮想画面の合成であってもよく、そこで、コンテンツは、拡張現実デバイス
のユーザによって共有される場合も共有されない場合もある。コンテンツの共有は、本開
示の技術分野において知られるように拡張現実デバイスのディスプレイすべてを仮想的に
結合することにより、又は仮想画面の間欠的又は連続的ドラッグ及びドロップを伴う拡張
現実デバイスごとの共通の画面レイアウトにより、実現される。
【００３８】
　ドラッグ及びドロップ動作１１のさらなる例として、図３Ｄは、タグ付けされた／タグ
付けされていないドロップ可能な物理アイテム２１ｂへの、ドラッグ可能な仮想アイテム
２０ｂのドラッグ／ドロップ２６ｇを例示している。
【００３９】
　ドラッグ及びドロップ動作１１のさらなる例として、図３Ｅは、タグ付けされた／タグ
付けされていないドロップ可能な物理アイテム２１ｂの指定エリア２２ｂへの、ドラッグ
可能な仮想アイテム２０ｂのドラッグ／ドロップ２６ｇを例示している。
【００４０】
　ドラッグ及びドロップ動作１１のさらなる例として、図３Ｆは、タグ付けされた／タグ
付けされていないドロップ可能な物理アイテム２１ｂを取り囲む物理世界のタグ付けされ
た／タグ付けされていない指定領域２４ｃへの、ドラッグ可能な仮想アイテム２０ｄのド
ラッグ／ドロップ２７ｂを例示している。
【００４１】
　医療手順（例えば、患者の解剖学的構造の撮像、診断、及び／又は治療）のコンテキス
トにおけるドラッグ及びドロップ動作１１のこれら３つの（３）例に関して、ドラッグ可
能な仮想アイテム２０ｂは、これから行われるガイドワイヤの撮像の医療撮像モダリティ
を通知するために、医療撮像モダリティ（例えば、Ｘ線撮像モダリティ又は超音波撮像モ
ダリティ）へと、又は医療撮像モダリティの指定エリア（例えば物理画面の左上隅）へと
、又は医療撮像モダリティの指定領域（例えばＸ線撮像モダリティを取り囲む処置室の一
領域）へと、ドラッグ及びドロップされる医療ツール（例えばガイドワイヤ）の仮想表現
であってよい。
【００４２】
　再度図１を参照すると、ドラッグ及びドロップ動作１２は、ドロップ可能な仮想オブジ
ェクト３０の表示への、又はドロップ可能な仮想オブジェクト３０の指定エリア３１への
、拡張現実ディスプレイ１０上でライブで閲覧されているドラッグ可能な物理オブジェク
ト３４のドラッグ／ドロップ３６を包含してよい（例えば、ドロップ可能な仮想オブジェ
クト３０のコンピュータビジョンを介する）。
【００４３】
　代替として又は同時に、物理世界の表示指定領域３２への、又は物理的な／表示された
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タグ３３のオブジェクト輪郭付けへの、拡張現実ディスプレイ１０上でライブで閲覧され
ているドラッグ可能な物理オブジェクト３４のドラッグ／ドロップ３７もある。
【００４４】
　ドラッグ及びドロップ動作１２の例として、図４Ａは、ドロップ可能な仮想画面３０ａ
への、ドラッグ可能な物理コンテンツ３４ａのドラッグ／ドロップ３６ａを例示している
。
【００４５】
　ドラッグ及びドロップ動作１２のさらなる例として、図４Ｂは、ドロップ可能な仮想画
面３０ａの指定エリア３１ａへの、ドラッグ可能な物理コンテンツ３４ａのドラッグ／ド
ロップ３６ｂを例示している。
【００４６】
　ドラッグ及びドロップ動作１２のさらなる例として、図４Ｃは、物理世界のタグ付けさ
れた／タグ付けされていない指定領域３２ａ（例えばドロップボックス）への、ドラッグ
可能な物理コンテンツ３４ａのドラッグ／ドロップ３７ａを例示している。
【００４７】
　医療手順（例えば、患者の解剖学的構造の撮像、診断、及び／又は治療）のコンテキス
トにおけるドラッグ及びドロップ動作１２のこれら３つの（３）例に関して、ドラッグ可
能な物理コンテンツ３４ａは、拡張現実ディスプレイ１０の仮想画面へと、又は拡張現実
ディスプレイ１０の仮想画面の指定エリアへと、又は物理世界のタグ付けされた／タグ付
けされていない指定領域３２ａへと、表示のためにドラッグ及びドロップされる、物理画
面に表示された患者の解剖学的構造の画像であってよい。
【００４８】
　ドラッグ及びドロップ動作１２のさらなる例として、図４Ｄは、ドロップ可能な仮想画
面３０ａへの、ドラッグ可能な物理アイテム３４ｂのドラッグ／ドロップ３６ｃを例示し
ている。
【００４９】
　ドラッグ及びドロップ動作１２のさらなる例として、図４Ｅは、ドロップ可能な仮想画
面３０ａの指定エリアへの、ドラッグ可能な物理アイテム３４ｂのドラッグ／ドロップ３
６ｄを例示している。
【００５０】
　ドラッグ及びドロップ動作１２のさらなる例として、図４Ｆは、物理世界のタグ付けさ
れた／タグ付けされていない指定領域３２ｂ（例えばドロップボックス）への、ドラッグ
可能な物理アイテム３４ｂのドラッグ／ドロップ３７ｂを例示している。
【００５１】
　医療手順（例えば、患者の解剖学的構造の撮像、診断、及び／又は治療）のコンテキス
トにおけるドラッグ及びドロップ動作１２のこれら３つの（３）例に関して、ドラッグ可
能な物理アイテム３４ｂは、解剖学的モデルのホログラムの生成のために、拡張現実ディ
スプレイ１０の仮想画面へと、又は拡張現実ディスプレイ１０の仮想画面の指定エリアへ
と、又は物理世界のタグ付けされた／タグ付けされていない指定領域３２ａへと、ドラッ
グ及びドロップされる解剖学的モデルであってよい。
【００５２】
　ドラッグ及びドロップ動作１２のさらなる例として、図５Ａは、ドロップ可能な仮想ア
イテム３０ｂへの、ドラッグ可能な物理コンテンツ３４ａのドラッグ／ドロップ３６ｅを
例示している。
【００５３】
　ドラッグ及びドロップ動作１２のさらなる例として、図５Ｂは、ドロップ可能な仮想ア
イテム３０ｂの指定エリア３１ｂへの、ドラッグ可能な物理コンテンツ３４ａのドラッグ
／ドロップ３６ｆを例示している。
【００５４】
　ドラッグ及びドロップ動作１２のさらなる例として、図５Ｃは、物理世界のタグ付けさ
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れた／タグ付けされていない指定領域３２ｂ（例えばドロップボックス）への、ドラッグ
可能な物理コンテンツ３４ａのドラッグ／ドロップ３７ｃを例示している。
【００５５】
　医療手順（例えば、患者の解剖学的構造の撮像、診断、及び／又は治療）のコンテキス
トにおけるドラッグ及びドロップ動作１２のこれら３つの（３）例に関して、ドラッグ可
能な物理コンテンツ３４ａは、患者の解剖学的構造の画像を解剖学的モデルのホログラム
上に重畳するために、解剖学的モデルのホログラムへと、又は解剖学的モデルのホログラ
ムの指定エリアへと、又は物理世界のタグ付けされた／タグ付けされていない指定領域３
２ａへと、ドラッグ及びドロップされる患者の解剖学的構造の画像であってよい。
【００５６】
　ドラッグ及びドロップ動作１２のさらなる例として、図５Ｄは、ドロップ可能な仮想ア
イテム３０ｂへの、ドラッグ可能な物理アイテム３４ｂのドラッグ／ドロップ３６ｇを例
示している。
【００５７】
　ドラッグ及びドロップ動作１２のさらなる例として、図５Ｅは、ドロップ可能な仮想ア
イテム３０ｂの指定エリア３１ｂへの、ドラッグ可能な物理アイテム３４ｂのドラッグ／
ドロップ３６ｈを例示している。
【００５８】
　ドラッグ及びドロップ動作１２のさらなる例として、図５Ｆは、物理世界のタグ付けさ
れた／タグ付けされていない指定領域３２ｂ（例えばドロップボックス）への、ドラッグ
可能な物理コンテンツ３４ｂのドラッグ／ドロップ３７ｄを例示している。
【００５９】
　医療手順（例えば、患者の解剖学的構造の撮像、診断、及び／又は治療）のコンテキス
トにおけるドラッグ及びドロップ動作１２のこれら３つの（３）例に関して、ドラッグ可
能な物理アイテム３４ｂは、針の仮想表現の生成のために、解剖学的モデルのホログラム
へと、又は解剖学的モデルのホログラムの指定エリアへと、又は物理世界のタグ付けされ
た／タグ付けされていない指定領域３２ａへと、ドラッグ及びドロップされる医療ツール
（例えば針）であってよい。
【００６０】
　再度図１を参照すると、本開示の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法の追加的実施形態
は、ドラッグ及びドロップ動作１１及び１２の組み合わせ／合併を伴う。
【００６１】
　医療手順（例えば、患者の解剖学的構造の撮像、診断、及び／又は治療）のコンテキス
トにおけるドラッグ及びドロップ動作１１及び１２の組み合わせ／合併の例として、本開
示の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法は、術前撮像ワークステーションと術中撮像ワー
クステーションとの間にワイヤレス接続を確立するために拡張現実デバイスが操作される
ことを伴ってよい。医療手順中に、医師が術中画像を術前画像と比較したい場合、医師は
、術中画像を、拡張現実ディスプレイ１０上でライブで閲覧されている術中撮像ワークス
テーションから、画像融合のために指定された仮想画面エリア又は物理世界領域へとドラ
ッグ及びドロップし、その後、画像融合のために仮想術中画像を術前撮像ワークステーシ
ョンにドラッグ及びドロップする。拡張現実デバイスは、このように、術前撮像ワークス
テーションと術中撮像ワークステーションとの間の仲介役として働く。画像融合の結果は
、拡張現実デバイスにドラッグ及びドロップされ、ユーザの決定に従って仮想画面又は物
理画面に表示される。
【００６２】
　この例として、図６Ａ～図６Ｃは、術前撮像ワークステーションに表示されているドラ
ッグ可能な物理コンテンツ３３ａを例示し、これは、ドロップ可能な仮想画面３０ａ（図
６Ａ）へと、又は仮想画面３０ａの指定エリア３１ａ（図６Ｂ）へと、又は物理世界の指
定領域３２ａ（図６Ｃ）へと、ドラッグ及びドロップされる。ドラッグ可能な物理コンテ
ンツ３３ａは、拡張現実ディスプレイに表示されるドラッグ可能な仮想コンテンツ２０ａ
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に変換可能であり、それにより、ドラッグ可能な仮想コンテンツ２０ａは、術中撮像ワー
クステーションのドロップ可能な物理画面２１ａ（図６Ａ～図６Ｃ）へとドラッグ及びド
ロップされ得る。
【００６３】
　医療手順（例えば、患者の解剖学的構造の撮像、診断、及び／又は治療）のコンテキス
トにおけるドラッグ及びドロップ動作１１及び１２の組み合わせ／合併のさらなる例とし
て、本開示の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法は、物理世界の中で物理オブジェクトを
移動させるために拡張現実デバイスが操作されることを伴う。より詳細には、拡張現実デ
ィスプレイ１０上で閲覧されているドラッグ可能な物理オブジェクトは、物理世界の中の
物理オブジェクトのライブビューにおける現在の位置で掴まれ、それにより、ドラッグ可
能な仮想表現又はホログラムが生成され、物理世界の中の新しい位置へとドロップされる
。新しい位置は、物理オブジェクトを現在の位置から新しい位置に移動するために別の医
療従事者に通信され、又は、機械装置（例えばロボット）が、物理オブジェクトを現在の
位置から新しい位置に移動するように指令される。
【００６４】
　医療手順（例えば、患者の解剖学的構造の撮像、診断、及び／又は治療）のコンテキス
トにおけるドラッグ及びドロップ動作１１及び１２の組み合わせ／合併のさらなる例とし
て、本開示の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法は、１つの物理オブジェクトの動作を別
の物理オブジェクトに基づいて制御するために拡張現実デバイスが操作されることを伴う
。より詳細には、拡張現実ディスプレイ１０上で閲覧されている物理オブジェクト（例え
ば超音波トランスデューサ）が、物理世界の中の物理オブジェクトのライブビューにおけ
る現在の位置で掴まれ、それにより、ドラッグ可能な仮想表現が生成され、ドロップ可能
な物理オブジェクト（例えばＦｌｅｘＶｉｓｉｏｎ（商標）モニタ）へとドロップされる
。これにより、２つの物理オブジェクト間の正確な対話（例えば、その特定の超音波トラ
ンスデューサによって生成された超音波画像の、モニタによる正確な表示）が容易になる
。
【００６５】
　ドラッグ及びドロップ動作１１及び１２の組み合わせ／合併のこれら２つの（２）例に
関して、図７は、物理世界の中で拡張現実ディスプレイ１０を介してライブで閲覧されて
いるドラッグ可能な物理コンテンツ３３ａを例示し、これは、拡張現実ディスプレイ１０
の仮想画面に表示されるドラッグ可能な仮想コンテンツ２０ａに変換可能であり、それに
より、ドラッグ可能な仮想コンテンツ２０ａを、ドロップ可能な物理画面２１ａへとドラ
ッグ及びドロップすることができる。
【００６６】
　本開示の様々な発明のさらなる理解を助けるために、以下の図８の説明は、本開示の拡
張現実ドラッグ及びドロップデバイス、並びに本開示の物理現実ドラッグ及びドロップデ
バイスの基本的な発明原理を教示する。この説明から、当分野における通常の技術を有す
る者は、本開示の拡張現実ドラッグ及びドロップデバイス並びに本開示の物理現実ドラッ
グ及びドロップデバイスの追加的な実施形態を作成し、使用するために、どのように本開
示の発明原理を適用するかを認識されよう。
【００６７】
　図８を参照すると、本開示の拡張現実ドラッグ及びドロップデバイス４０は、本開示の
技術分野において知られるように、物理オブジェクトを含んでいる物理世界のライブビュ
ーに対して仮想オブジェクトを生成し、それを表示することによって物理世界のライブビ
ューを増強するために、拡張現実ディスプレイ４１、拡張現実カメラ４２、拡張現実コン
トローラ４３、並びに対話型ツール／機構（図示せず）（例えば、ジェスチャ認識（トー
テムを含む）、音声コマンド、頭部追跡、視線追跡、及びトーテム（マウスなど））を用
いる。
【００６８】
　拡張現実ドラッグ及びドロップデバイス４０はさらに、対話型ツール／機構を介して本
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開示で先述したように本開示の１つ又は複数の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法を実施
するために、本開示のドラッグ及びドロップコントローラ４４を用いる。
【００６９】
　実践において、コントローラ４３及び４４は、図示されるように分割されるか、又は部
分的に若しくは全体が一体化される。
【００７０】
　引き続き図８を参照すると、物理ドラッグ及びドロップデバイス５０は、本開示の技術
分野において知られるように１つ又は複数のアプリケーションを実施するために、物理デ
ィスプレイ５１及びアプリケーションコントローラ５２を用いる。
【００７１】
　物理ドラッグ及びドロップデバイス５０はさらに、本開示で先述したように本開示の１
つ又は複数の拡張現実ドラッグ及びドロップ方法を実施するために、本開示のドラッグ及
びドロップコントローラ５３を用いる。
【００７２】
　実践において、コントローラ５２及び５３は、図示されるように分割されるか、又は部
分的に若しくは全体が一体化される。同じく実践において、コントローラ５３は、デバイ
ス５０にリモート接続されてよい。
【００７３】
　引き続き図８を参照すると、各コントローラは、１つ又は複数のシステムバスを介して
相互接続された、プロセッサ、メモリ、ユーザインターフェース、ネットワークインター
フェース、及びストレージを含む。
【００７４】
　各プロセッサは、メモリ又はストレージに記憶された命令を記憶する、又はその他の形
でデータを処理することが可能な、本開示の技術分野において知られる、又は以後に着想
されるような、任意のハードウェアデバイスである。非制限的な例において、プロセッサ
は、マイクロプロセッサ、フィールドプログラム可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用
途集積回路（ＡＳＩＣ）、又は他の同様のデバイスを含む。
【００７５】
　メモリは、これらに限定されないが、Ｌ１、Ｌ２、若しくはＬ３キャッシュ又はシステ
ムメモリを含む、本開示の技術分野において知られる、又は以後に着想されるような、様
々なメモリを含む。非制限的な例において、メモリは、静的ランダムアクセスメモリ（Ｓ
ＲＡＭ）、動的ＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、
又は他の同様のメモリデバイスを含む。
【００７６】
　ユーザインターフェースは、管理者などのユーザとの通信を可能にする、本開示の技術
分野において知られる、又は以後に着想されるような、１つ又は複数のデバイスを含む。
非制限的な例において、ユーザインターフェースは、ネットワークインターフェースを介
してリモート端末に提示され得る、コマンドラインインターフェース又はグラフィカルユ
ーザインターフェースを含む。
【００７７】
　ネットワークインターフェースは、他のハードウェアデバイスとの通信を可能にする、
本開示の技術分野において知られる、又は以後に着想されるような、１つ又は複数のデバ
イスを含む。非制限的な例において、ネットワークインターフェースは、イーサネットプ
ロトコルに従って通信するように構成されたネットワークインターフェースカード（ＮＩ
Ｃ）を含む。また、ネットワークインターフェースは、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルに従った
通信のためにＴＣＰ／ＩＰスタックを実施してもよい。ネットワークインターフェースの
様々な代替の又は追加的なハードウェア又は構成が明らかであろう。
【００７８】
　ストレージは、これらに限定されないが、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）、磁気記憶媒体、光学記憶媒体、フラッシュメモリデバイス、又は
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同様の記憶媒体を含む、本開示の技術分野において知られる、又は以後に着想されるよう
な、１つ又は複数の機械可読記憶媒体を含む。様々な非制限的実施形態において、ストレ
ージは、プロセッサにより実行される命令、又はプロセッサが作用するデータを記憶する
。例えば、ストレージは、ハードウェアの様々な基本的動作を制御する基本オペレーティ
ングシステムを記憶する。ストレージは、本開示にさらに記載されるようなコントローラ
の様々な機能を実施するための、実行可能ソフトウェア／ファームウェアの形態のアプリ
ケーションモジュールも記憶する。
【００７９】
　引き続き図８を参照すると、ドラッグ及びドロップコントローラ４３は、拡張現実デバ
イスディスプレイ４１によって表示される仮想画面内で物理オブジェクトを輪郭付けする
オブジェクト輪郭付けモジュール４５を用いる。
【００８０】
　実践において、オブジェクト輪郭付けモジュール４５は、拡張現実デバイスディスプレ
イ４１によって表示される仮想画面内の物理オブジェクトを輪郭付けするために、本開示
の技術分野において知られる任意の技術を実施する。そのような技術の非制限的な例には
、本開示の技術分野において知られるように、コンピュータビジョン、空間マッピング、
及び物体認識技術、並びに本開示にさらに記載されるように本開示の手動輪郭付けが含ま
れる。
【００８１】
　ドラッグ及びドロップコントローラ４３はさらに、１つ又は複数のオブジェクトマネジ
ャを用い、それらには、本開示で例示的に先述したように、物理オブジェクトへの仮想オ
ブジェクトのプッシュを伴う本開示のドラッグ及びドロップ動作（例えば図１のドラッグ
及びドロップ動作１１）を制御するためのオブジェクト・プッシュ・マネジャ４６と、本
開示で例示的に先述したように、仮想オブジェクトへの物理オブジェクトのプルを伴うド
ラッグ及びドロップ動作（例えば図１のドラッグ及びドロップ動作１２）を制御するため
のオブジェクト・プル・マネジャ４７と、が含まれる。
【００８２】
　同様に、ドラッグ及びドロップコントローラ５３は、１つ又は複数のオブジェクトマネ
ジャを用い、それらには、本開示で例示的に先述したように、物理オブジェクトへの仮想
オブジェクトのプッシュを伴う本開示のドラッグ及びドロップ動作（例えば図１のドラッ
グ及びドロップ動作１１）を制御するためのオブジェクト・プッシュ・マネジャ５４と、
本開示で例示的に先述したように、仮想オブジェクトへの物理オブジェクトのプルを伴う
ドラッグ及びドロップ動作（例えば図１のドラッグ及びドロップ動作１２）を制御するた
めのオブジェクト・プル・マネジャ５５と、が含まれる。
【００８３】
　ドラッグ及びドロップコントローラ４４はさらに通信モジュール４８を用い、ドラッグ
及びドロップコントローラ５３はさらに通信モジュール５６を用い、これらは、本開示で
例示的に先述したように、物理オブジェクトへの仮想オブジェクトのプッシュを伴う、オ
ブジェクト・プッシュ・マネジャ４６とオブジェクト・プッシュ・マネジャ５４との間の
通信（例えば図１のドラッグ及びドロップ動作１１）を協働して確立し、その通信を支援
し、及び、本開示で例示的に先述したように、仮想オブジェクトへの物理オブジェクトの
プルを伴う、オブジェクト・プル・マネジャ４７とオブジェクト・プル・マネジャ５５と
の間の通信（例えば図１のドラッグ及びドロップ動作１２）を協働して確立し、その通信
を支援する。
【００８４】
　実践において、通信モジュール４８及び５６は、そのような通信を確立し、支援するた
めに、本開示の技術分野において知られる任意の通信技術を実施する。そのような通信技
術の非制限的な例には、インターネット・プロトコル・スイート／リアルタイム・マルチ
メディア転送プロトコル（例えばユーザ・データグラム・プロトコル（ＵＤＰ））が含ま
れる。
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【００８５】
　引き続き図８を参照すると、オブジェクト・プッシュ・マネジャ４６及びオブジェクト
・プッシュ・マネジャ５４による物理オブジェクトへの仮想オブジェクトのプッシュは、
オブジェクト・プッシュ・マネジャ４６が、拡張現実ディスプレイ４１の仮想画面及び対
話型ツール／機構を介した仮想オブジェクトのドラッグ態様を容易にするためのユーザイ
ンターフェースを提供することを伴う。このために、オブジェクト・プッシュ・マネジャ
４６は、拡張現実ディスプレイ４１に合わせてカスタマイズされたドラッグ技術を実施す
るハードウェア／回路及び／又は実行可能ソフトウェア／ファームウェアを含む。
【００８６】
　オブジェクト・プッシュ・マネジャ４６及びオブジェクト・プッシュ・マネジャ５４に
よる物理オブジェクトへの仮想オブジェクトのプッシュはさらに、オブジェクト・プッシ
ュ・マネジャ４６が、仮想オブジェクトをオブジェクト・プッシュ・マネジャ５４に通信
することを伴い、そのような通信は、オブジェクト・プッシュ・マネジャ５４による物理
オブジェクトへの仮想オブジェクトのドロップを容易にするための仮想オブジェクトのメ
タデータを含み、それは、物理ディスプレイ５１及び／又はアプリケーションコントロー
ラ５３に合わせてカスタマイズされたドロップ技術を実施する、ハードウェア／回路及び
／又は実行可能ソフトウェア／ファームウェアを含む。
【００８７】
　例えば、拡張現実ドラッグ及びドロップ方法は、オブジェクト・プッシュ・マネジャ４
６が、通信モジュール４９及び５６を介してオブジェクト・プッシュ・マネジャ５４との
通信を確立することを伴い、それにより、図９Ａに示すように、オブジェクト・プッシュ
・マネジャ４６は、拡張現実ディスプレイ４１を介したＸ線医療手順７０のライブビュー
４１ａ及び物理ディスプレイ５１に基づいて、物理ディスプレイ５１のドロップ可能な物
理画面２１ａに、ドラッグ可能な仮想コンテンツ２０ａを表示するように、オブジェクト
・プッシュ・マネジャ５４に指令することができる。
【００８８】
　再度図８を参照すると、同様に、オブジェクト・プル・マネジャ４７及びオブジェクト
・プル・マネジャ５５による仮想オブジェクトへの物理オブジェクトのプルは、オブジェ
クト・プル・マネジャ４７が、拡張現実ディスプレイ４１の仮想画面及び対話型ツール／
機構を介した物理オブジェクトのドラッグ態様を容易にするためのユーザインターフェー
スを提供することを含む。このために、オブジェクト・プル・マネジャ４７は、拡張現実
ディスプレイ４１に合わせてカスタマイズされたドラッグ技術を実施するハードウェア／
回路及び／又は実行可能ソフトウェア／ファームウェアを含む。
【００８９】
　オブジェクト・プル・マネジャ４７及びオブジェクト・プル・マネジャ５５による仮想
オブジェクトへの物理オブジェクトのプルはさらに、オブジェクト・プル・マネジャ４７
が、物理オブジェクトについての要求をオブジェクト・プル・マネジャ５５に通信するこ
とを伴い、それにより、オブジェクト・プル・マネジャ５５は、物理コンテンツと、それ
に関連付けられた、オブジェクト・プル・マネジャ４７による仮想オブジェクトへの物理
オブジェクトへのドロップを容易にするメタデータとをもって応答し、これはさらに、拡
張現実ディスプレイ４１に合わせてスタマイズされたドロップ技術を実施するハードウェ
ア／回路及び／又は実行可能ソフトウェア／ファームウェアを含む。
【００９０】
　例えば、拡張現実ドラッグ及びドロップ方法は、オブジェクト・プル・マネジャ４７が
、通信モジュール４９及び５６を介して物理ドラッグ及びドロップデバイス５０のオブジ
ェクト・プル・マネジャ５５との通信を確立することを伴い、それにより、図９Ｂに示す
ように、オブジェクト・プル・マネジャ４７及びオブジェクト・プル・マネジャ５５は、
ハンドシェークプロトコルを実行して、ここでも拡張現実ディスプレイ４１を介したＸ線
医療手順７０のライブビュー４１ａ及び物理ディスプレイ５１に基づいて、拡張現実ディ
スプレイ４１のドロップ可能な仮想画面エリア２０ａに、ドラッグ可能な物理画面２１ａ
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を表示する。
【００９１】
　再度図８を参照すると、実践において、マネジャ４７、４８、５４、及び５５は、ユー
ザインターフェースを多くの形態で取り込む。
【００９２】
　例えば、その最も自然な形態において、ユーザインターフェースはジェスチャに基づく
ものであり、その場合、ユーザは、仮想オブジェクトを手でつまむか又は掴み、次いで物
理オブジェクトの上のそれを持って行きたい場所にドラッグする。１つの実施形態では、
オブジェクトは、何らかの種類の初期化コマンドでのみドラッグ及びドロップを「ロック
解除」することができる。より詳細には、オブジェクトは、必ずしも室内のどのオブジェ
クトにもドラッグ及びドロップできる訳ではなく、そのため、ドラッグ及びドロップが初
期化されると、ユーザが見ることができ、ドラッグ及びドロップの「対象となる」オブジ
ェクトは、その表示においてユーザに対して標識され得る（強調表示、及びオーラ、又は
ユーザが仮想オブジェクトを「ドロップ」すべき目標オブジェクトの近くに現れるターゲ
ットを通じて）。ドラッグ及びドロップのために手のジェスチャを使用する代わりに、先
述したように、拡張現実ドラッグ及びドロップ方法は、音声、頭部追跡、視線追跡、トー
テム、又はスタイラスなどの、他のユーザ対話ツールを介して実施されてもよい。物理世
界から仮想世界の中へのオブジェクトのドラッグは、ドラッグ可能なオブジェクトに一致
する該当領域上でのタップ又は他の同様のジェスチャによって実現することができる。
【００９３】
　引き続き、図８、より詳細には手動輪郭付けの設定段階を参照すると、オブジェクト輪
郭付けモジュール４５は「ｄｅｖモード」を有し、これにより、ＡＲドラッグ及びドロッ
プデバイス４０のユーザは、ＡＲディスプレイ４１を介して、「ドラッグ可能な領域」及
び／又は「ドロップ可能な領域」の２次元又は３次元表現を見る。オブジェクト輪郭付け
モジュール４５のｄｅｖモードは、ユーザが、ドラッグ可能な領域表現（例えば立方体）
及び／又はドロップ可能な領域表現（例えば立方体）を、物理世界に対して任意の位置及
び／又は向きに位置付けることを可能にする。実践において、領域の位置付けは、物理世
界内の任意の物理オブジェクトに固有であっても、又は物理世界内の物理オブジェクトに
関係して任意であってもよく、また任意の度合いだけ重なっても、そうでなくてもよい。
【００９４】
　例えば、ドラッグ可能な表現は、物理世界内の１つの物理ドラッグ及びドロップデバイ
ス５０（例えばテーブルサイドモニタ）と位置合わせされ、ドロップ可能な領域は、物理
世界内の異なる物理ドラッグ及びドロップデバイス５０（例えば医療撮像モダリティのデ
ィスプレイ）と位置合わせされる。さらなる例として、ドラッグ可能な表現は、物理世界
のよく使われる領域と位置合わせされ、ドロップ可能な領域は、物理世界のあまり使用さ
れない領域と位置合わせされる。
【００９５】
　手動輪郭付けの適用段階は、輪郭付けされたドロップ可能領域に重なっているＡＲディ
スプレイ４１の仮想オブジェクト（例えば仮想コンテンツ又はコンテンツの仮想画面）の
ドラッグを伴い、それによりオブジェクト・プッシュ・マネジャ４６がトリガされて、通
信モジュール４８を介して、ＷｉＦｉを通じて（ＵＤＰプロトコルを介して）、オブジェ
クト・プッシュ・マネジャ５４にコマンドを送信する。コマンドは、どの仮想オブジェク
トが輪郭付けされたドロップ可能領域にドロップされたかを示すフラグを含む。オブジェ
クト・プッシュ・マネジャ５４は、次いで、仮想オブジェクトに従ってデバイス５０を動
作させるように変更するアクションを取る（例えば、マネジャ５４が、物理ディスプレイ
５０に表示されているものを変更する、又はデバイス５０によって制御されているロボッ
トの姿勢を変更する）。先述したように、ドラッグ及びドロップコントローラ５３は、物
理ドラッグ及びドロップデバイス５０から遠隔にあっても（例えば、コントローラ５３が
、室内で動作している別個のワークステーション上で動作する）、又は、物理ドラッグ及
びドロップデバイス５０の中に収容されてもよい（例えば、デバイス５０が、コントロー
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ラ５３を内部に収納したタブレットである）。
【００９６】
　引き続き図８を参照すると、手動輪郭付けの適用段階は、オブジェクト・プル・マネジ
ャ４７が、ドラッグ可能な領域をタップしてドロップ可能な領域内の物理オブジェクトを
仮想世界の中へと表示することを可能にすることを伴う。より詳細には、ドラッグ可能な
領域がタップされると、オブジェクト・プル・マネジャ４７は、どのコンテンツが物理デ
ィスプレイ５１に表示されているか（例えばコンテンツ又はホログラム）を確認するよう
に、通信モジュール４８を介してオブジェクト・プル・マネジャ５５にクエリを送信し、
オブジェクト・プル・マネジャ５５は、その情報を、通信モジュール５６を介して送り返
す。その通信から、オブジェクト・プル・マネジャ４７は、どの画面又はホログラムをＡ
Ｒディスプレイ４１に表示すべきかを知る。
【００９７】
　代替として、オブジェクト・プル・マネジャ４７は、物理ディスプレイ５１によって表
示されている物理オブジェクトを、本開示の物体認識技術を介して実際に認識するように
構成され、それにより、オブジェクト・プル・マネジャ４７は、どの物理オブジェクトを
ＡＲディスプレイ４１に表示するかを自動的に決定する。
【００９８】
　図１～図９を参照すると、本開示の分野における通常の技術を有する者は、これらに限
定されないが、仮想世界の中の仮想オブジェクトと物理世界の中の物理オブジェクトとの
間の情報のシームレスな流れを含む、本開示の発明の多数の利益を認識されよう。
【００９９】
　例えば、医療手順時の増大した情報は、追加的なデータ処理を行う必要性を要し、これ
は主として、術前段階と術中段階との間の医療手順の計画段階中に実現される。しばしば
、計画段階は、医療従事者が、術前段階の終わりに消毒洗浄して、計画段階を実行するた
めに処置室を離れ、術中段階を行うために再度消毒洗浄することを必要とする。本開示の
発明は、医療手順の段階間のワークフローを簡素化し、また医療手順の段階間のワークフ
ローを複雑化することなく医療手順の遂行を助ける新しい処理方法を導入するための、拡
張現実ドラッグ及びドロップ方法、コントローラ、及びデバイスを提供する。
【０１００】
　さらに、本開示の分野における通常の技術を有する者が、本明細書に提供される教示に
照らして認識するように、本開示／明細書に記載される、及び／又は図に描かれる、構造
、要素、構成要素等は、ハードウェアとソフトウェアの様々な組み合わせで実施され、単
一の要素又は複数の要素として組み合わせられる機能を提供する。例えば、図に示される
／例示される／描かれる様々な構造、要素、構成要素等の機能は、専用ハードウェア、並
びに付加された機能性に関する適切なソフトウェアとの関連でソフトウェアを実行するこ
とが可能なハードウェアの使用を通じて提供され得る。プロセッサによって提供される場
合、機能は、単一の専用プロセッサ、単一の共有プロセッサ、又は複数の個々のプロセッ
サによって提供され得、それらの一部は共有及び／又は多重化され得る。さらに、用語「
プロセッサ」又は「コントローラ」の明示的な使用は、ソフトウェアを実行することが可
能なハードウェアを排他的に指すものと解釈すべきではなく、デジタル信号プロセッサ（
「ＤＳＰ」）ハードウェア、ソフトウェアを記憶するためのメモリ（例えば、読出し専用
メモリ（「ＲＯＭ」）、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）、不揮発性ストレージ等
）、並びに、プロセスを実行及び／又は制御することが可能な（及び／又はそのように構
成可能な）実質的に任意の手段及び／又は機械（ハードウェア、ソフトウェア、ファーム
ウェア、それらの組み合わせ等を含む）を制限なしに暗黙的に含み得る。
【０１０１】
　さらに、本発明の原理、態様、及び実施形態並びにその具体例を述べる本明細書におけ
るすべての著述は、その構造的及び機能的両方の均等物を包含することが意図される。加
えて、そのような均等物は、現在知られている均等物と、将来開発される均等物（例えば
、構造に関係なく、同一の又は実質的に同様の機能を行うことができる、開発される任意
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有する者には、本明細書に提供される教示に照らして、本明細書に提示される任意のブロ
ック図は、本発明の原理を具現化する、例示的なシステム構成要素及び／又は回路の概念
図を表し得ることが認識されよう。同様に、当分野における通常の技術を有する者は、本
明細書に提供される教示に照らして、フローチャート、流れ図等は、コンピュータ可読記
憶媒体の中に実質的に表され、そのようなコンピュータ又はプロセッサが明示的に示され
るか否かに関わらず、処理能力を有するコンピュータ、プロセッサ又は他のデバイスによ
ってそのように実行され得る様々なプロセスを表し得ることを認識するはずである。
【０１０２】
　本開示の様々な多数の発明の好適及び例示的な実施形態を説明してきたが（それらの実
施形態は、例示的なものであり制限的ではないことが意図される）、図を含む本明細書に
提供される教示に照らして、変更形態及び変形形態が当業者により作成され得ることが留
意される。したがって、本開示の好適な及び例示的な実施形態の中で／それに対して、本
明細書に開示される実施の範囲内にある変更を加え得ることを理解すべきである。
【０１０３】
　さらに、デバイス／システム等を組み込む／実施する、対応する及び／又は関係するシ
ステムが、本開示に係るデバイスと共に使用される／その中で実施されてよく、また、本
開示の範囲内にあることが企図され、そのように見なされることが企図される。さらに、
本開示に係るデバイス及び／又はシステムを製造する及び／又は使用するための、対応す
る及び／又は関係する方法も、本開示の範囲内にあることが企図され、そのように見なさ
れる。

【図１】 【図２Ａ－２Ｆ】
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【図５Ａ－５Ｆ】 【図６Ａ－６Ｃ】
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【図９Ａ】

【図９Ｂ】



(22) JP 2021-501939 A 2021.1.21

10

20

30

40

【国際調査報告】



(23) JP 2021-501939 A 2021.1.21

10

20

30

40



(24) JP 2021-501939 A 2021.1.21

10

フロントページの続き

(81)指定国・地域　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT

(72)発明者  ブレイド　ジャール　ジョン　ポール
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  グプタ　アトゥル
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  パンセ　アシシュ
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
Ｆターム(参考) 5E555 AA04  BA01  BB01  BC01  BE17  CB08  DA01  FA00 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

